
公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

-

該当なし -

-

-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

所管府省
支出元独立行政
法人の法人番号

備考
再就職の
役員の数

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

随意契約によること
とした業務方法書
又は会計規定等の
根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約の相手方の法人
番号

支出元独立行政
法人の名称

様式３－２



公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 建物賃貸借

契約業務部長
星野　聡
埼玉県和光市広沢
2-1

令和4年4月1日

公益財団法人京都技術
科学センター
京都府京都市左京区吉
田河原町１４番地

3130005012875
共同研究実施先として同社を指
定する。（契約事務取扱細則第
22条第1項第5号）

- 1,846,464 - - 公財 国認定 1

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 Survival Japanese Courses運営業務

契約業務部長
星野　聡
埼玉県和光市広沢
2-1

令和4年4月1日

公益社団法人国際日本
語普及協会
]東京都港区虎ノ門３丁
目２５番２号

5010405008913

HP等を通じた公募による企画競
争を実施したものであり、企画提
案内容、業務遂行能力を審査し
た結果選定された者であるため。
（契約事務取扱細則第22条第1
項第1号）

- 1,635,920 - - 公社 国認定 1

単価契約
14,300円

/1回他

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 放射性廃棄物廃棄業務

契約業務部長
星野　聡
埼玉県和光市広沢
2-1

令和4年12月1日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

本業務は、和光地区における放
射性廃棄物の廃棄を依頼するも
のである。現在放射性廃棄物を
業として集荷・処理する許可を得
ている機関は公益社団法人日本
アイソトープ協会のみであり、同
協会以外に本業務を実施できる
者がないため。（契約事務取扱
細則第22条第1項第1号）

- 6,736,642 - - 公社 国認定 1

単価契約
45,300円
/可燃物

50 L他

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 放射性廃棄物集荷業務

神戸事業所
研究支援部長
関戸恵子
兵庫県神戸市中央
区港島南町2-2-3

令和4年9月6日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

本作業は、BDR放射線管理区域
内で発生した放射性廃棄物を法
令に基づき廃棄（引渡処分）する
ものである。なお、放射性廃棄物
を取り扱う業者は、放射性同位
元素等規制法に基づく廃棄の業
の許可を得ている必要があり、
公益社団法人日本アイソトープ
協会は、研究用放射性廃棄物に
ついて許可を得ている日本で唯
一の機関であることから同協会
に集荷を依頼するものである。
（契約事務取扱細則第22条第1
項第1号）

- 3,900,556 - - 公社 国認定 1

単価契約
　45,300円/可

燃物（通常）
50L他

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111
ｍｉｃｒｏＰＥＴ　Ｆｏｃｕｓ２２０用点状密封
線源

神戸事業所
研究支援部長
関戸恵子
兵庫県神戸市中央
区港島南町2-2-3

令和4年12月6日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

microPET Focus220用点状密封
線源は、現在 生命機能科学研
究センターにおいて使用している
所有のPET装置用の密封型のポ
イントソース（点状線源）であり、
PET装置の調整や定量性を得る
ためのトランスミッションスキャン
およびブランクスキャンに使用す
る。このポイントソースの国内で
の取り扱い機関は公益社団法人
日本アイソトープ協会のみであ
る。
よって他に選定の余地がなく同
協会との随意契約しかない。（契
約事務取扱細則第22条第1項第
1号）

- 1,784,200 - - 公社 国認定 1

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 RI廃棄物の廃棄業務

播磨事業所
研究支援部長
中村　潤
兵庫県佐用郡佐用
町光都1-1-1

令和4年7月28日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

放射性同位元素等の規制に関
する法律では放射性廃棄物の廃
棄を行う者に関する定めがあり、
現在放射性廃棄物を廃棄できる
者は公益社団法人日本アイソ
トープ協会に限られるため。（契
約事務取扱細則第22条第1項第
1号）

- 1,281,500 - - 公社 国認定 1

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

所管府省
支出元独立行政法人

の法人番号
備考

再就職の
役員の数

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

随意契約によることとした業務方法書又
は会計規定等の根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名

称及び住所
契約の相手方の法人

番号
支出元独立行政法人の

名称

様式３－４様式３－４



文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111 RI廃棄物の廃棄業務

筑波事業所
研究支援部長　　姜
媛瓊
茨城県つくば市高野
台3-1-1

令和5年3月1日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

放射性廃棄物を業として廃棄で
きるのは、放射性同位元素等の
規制に関する法律に基づく国の
許可を受けた者であり、現在、廃
棄を業とし、他機関の放射性廃
棄物を集荷している機関は、公
益社団法人日本アイソトープ協
会のみであるため。
（契約事務取扱細則第22条第1
項第1号）

- 2,366,804 - - 公社 国認定 1

文部科学省 国立研究開発法人理 1030005007111 放射性廃棄物廃棄業務（単価契約）                        

横浜事業所
研究支援部長
冨田　久行
神奈川県横浜市鶴
見区末広町1-7-22

令和4年12月23日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込二
丁目２８番４５号

7010005018674

放射性同位元素等の規制に関
する法律では放射性廃棄物の廃
棄を行う者に関する定めがあり、
現在放射性廃棄物を廃棄できる
者は公益社団法人日本アイソ
トープ協会に限られるため。（契
約事務取扱細則第22条第1項第
1号）

- 2,205,104 - - 公社 国認定 1

単価契約
45,300円
/可燃物

50 L他

文部科学省
国立研究開発法人
理化学研究所

1030005007111
横浜バイオ産業センター建物賃貸借
契約

横浜事業所
研究支援部長
冨田　久行
神奈川県横浜市鶴
見区末広町1-7-22

令和4年4月1日

公益財団法人木原記念
横浜生命科学振興財団
神奈川県横浜市鶴見区
末広町１丁目６番地

4020005002985

本件は、横浜地区の研究実施場
所として、バイオ系の先端科学に
特化した施設であり、横浜キャン
パスの正面に位置することから
研究活動の一体的な運用や他
研究室との相互連携・融合が唯
一可能な横浜バイオ産業セン
ターの一部を2009年7月より貸借
を開始したもので、さらに一年間
更新するため。（契約事務取扱
細則第22条第1項第5号）

- 82,568,328 - - 公財 都道府県認定 1

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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